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育成就労での変更ポイント（全体像）

・監査や支援の機能を確保するために要件を厳格化
・育成就労計画の作成に際して日本語能力の目標を立てることとする
・受入れ人数枠の見直し
・一定の要件の下で本人意向転籍が可能に
・本国送出機関より素行不良要件等を追加
・外国人が送出機関に支払う費用に上限を設定
・目標等に日本語能力を追加
・技能実習にあった１号～３号の区分は廃止され、育成就労の期間の通算が３年と

なる計画を作成し、機構から認定を受ける
・「職種・作業」から「分野・業務区分」へ
・必須業務は「２分の１」から「３分の１」に
・技能実習制度の「関連業務」「周辺業務」の区分は廃止



育成就労での変更ポイント（全体像）
・毎年一定の時期に一時帰国する事が可能（農業・漁業を想定）

１年ごとに 本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することが認められ、
育成就労の期間が通算して３年となる計画を策定可能
※一時帰国の時期及び期間（６月以内に限る。）が毎年同一でなければならない
※一時帰国に要する旅費は、単独型の場合は育成就労実施者が、監理型の場合は
監理支援機関が負担

・前職要件・復職要件は廃止

・転籍制限期間が１年を超える場合にあっては、育成就労外国人の昇給その他の
分野別運用方針で定める待遇の向上を図ることとしてい ること

・就労困難の場合は転籍前企業から転籍後企業への費用負担はなし
※受入れ人数枠にカウントしない

・育成就労が満期終了した場合は必ず特定技能に移行しなくて良い



育成就労での変更ポイント（管理支援責任者等）

監理支援責任者について
①監理支援機関の事業所ごとに、常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任する
②当該事業所において監理支援を行う育成就労実施者の役職員等の場合は選任できない
③監理支援責任者は、過去３年以内に養成講習 を修了した者でなければならない

監理支援について
①育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援

責任者の指揮の下に、育成就労実施者に対し３月に１回以上の頻度で実地による
監査を適切に行うこと

②育成就労外国人の育成就労の期間が１年を超えるまでは、育成就労実施者が認定育
成就労計画に従って育成就労を行わせているかについて、１月に１回以上の頻度で、
実地による確認等及び育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと

③監理支援を行う育成就労実施者の出身職員等は、入国後講習等の一部の業務を除いて
その密接な関係を有する育成就労実施者に対する業務には関与できない

※ 施行後当分の間は、養成講習については 技能実習制度の養成講習により代替予定



育成就労での変更ポイント（責任者及び指導者等）

育成就労を行わせる体制

・育成就労責任者 
自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他 の育成就労に関与する職員を監督する
ことができる立場にあり、かつ、過去３年以内に養成講習を 修了した常勤の職員

・育成就労指導員 
育成就労の指導を担当する。 育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であっ
て従事させる業務において要する技能について５年以上 の経験を有し、過去３年以内
に養成講習を修了した者

・生活相談員
育成就労外国人の生活の相談・助言を担当する。 育成就労を行わせる事業所に所属
する常勤の職員であっ て、過去３年以内に養成講習を修了した者



育成就労での変更ポイント（転籍者要件と制限期間）

転籍者要件
一定の水準の技能を修得していること、 一定の水準の日本語能力を有すること
他の分野別運用方針で定める要件を満たす者であること
３年を超えて育成就労の期間が延長されている者でないこと

転籍制限期間
育成就労産業分野ごとに１年以上２年以下の範囲内で分野別運用方針で定める期間 
を超えていること
※ 育成就労実施者の判断で転籍制限期間を１年とする旨を育成就労計画で定めている
ときは、１年民間職業紹介事業者等の関与禁止の要件
転籍する育成就労外国人との間での雇用契約の締結に関し、監理支援機関、機構、
ハローワーク等以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を受けていない
など、民間職業紹介事業者を関与させていないこと



育成就労での変更ポイント（転籍者要件と割合）

転籍先要件
転籍先が優良（技能・日本語能力の育成の実績等に照らして優良）であること

転籍者の割合
本人意向の転籍者の総数
育成就労外国人の総数（転籍後） 
が３分の１を超えないこと

育成就労実施者の住所が指定区域外（大都市圏等）である場合は、
指定区域内（地方）からの本人意向の転籍者の総数
育成就労外国人の総数（転籍後） 
が６分の１(※)を超えないこと

(※) 転籍者を含めて外国人受入れが６人未満の小規模な受入れ機関は３分の１ 



育成就労での変更ポイント（転籍先負担）

転籍元が育成就労を行わせた期間 按分率

１年６月未満 ６分の５

１年６月以上２年未満 ３分の２

２年以上２年６月未満 ２分の１

２年６月以上 ４分の１

初期費用負担
育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大
臣が告示で定める額に、転籍元での就労期間に応じた按分率をかけた金額を転
籍元の育成就労実施者に支払うこととしていること



育成就労での変更ポイント（送出機関への費用負担）

育成就労予定者が送出し機関に支払う費用の上限と送出機関の要件

・外国人の費用負担上限 
外国人が送出機関に支払う全ての費用は月給の２か月分を
超えてはならない
※「月給」は就労開始時（１年目）の所定内賃金月額とする （残業代等は含まない）
※ 2か月分はあくまで上限であり、外国人本人の負担の軽減のための取組が期待
される（外国人本人の負担は可能な限りゼロ に近いことが望ましい）

・計画認定に当たり、申告され た本人負担額を給与額と照合

・実地検査等で基準違反を把握した場合、是正等を指導

・悪質な送出機関を把握した場合、送出国へ通報



育成就労での変更ポイント（日本語向上）

日本語能力向上のための施策

・入国前もしくは入国後講習でＡ１合格に相当する講習受講

・育成就労中にＡ２合格を目標とした講習受講

・認定日本語教育機関の「就労」課程 （経過措置として登録日本語教員の講習）
１００時間以上
※入国後講習においては、日本語のほかにも本邦での 生活一般に関する知識等
の科目について講習を行う



育成就労での変更ポイント（日本語講習）

・A１相当講習・A２目標講習を提供することは育成就労実施者の義務
（費用の負担が必要）
※A1・A２相当の試験に事前に合格している者には受講させる必要はない

・A１相当講習・A２目標講習は、オンラインで 受講することも可能だが、双方向で
同時にコミュニケーションを取れるものであるなど 一定の要件を満たす必要がある

・入国後講習の科目・時間
【Aパターン】 Ａ１相当の日本語能力の試験に合格していない場合
３２０時間以上 （育成就労外国人が、過去６月以内に、１６０時間以上の課程を有
する入国前講習を受けた場合にあっては、１６０時間以上）
【Bパターン】 Ａ１相当の日本語能力の試験に合格している場合
２２０時間以上 （育成就労外国人が、過去６月以内に、１１０時間以上の課程を有
する入国前講習を受けた場合にあっては、１１０時間以上）  



育成就労での変更ポイント（日本語講習）

日本語講習
・⇒ Aパターンの場合は、認定日本語教育機関の「就労」課程においてＡ１相当講習を 

１００時間以上履修しなければならない。 
・⇒ Bパターンの場合は、必ずしも認定日本語教育機関の講習である必要はない

A2目標講習
・ 育成就労実施者において、Ａ２相当の日本語能力の試験に合格するため、認定日本語

教育機関の「就労」課程においてＡ２相当講習 を１００時間以上履修することができ
るよう必要な措置を講じる。 
※ Ａ２相当の日本語能力の試験に合格している場合は不要

日本語講習の経過措置
・登録日本語教員による講習であって、一定の要件（同時に授業を受ける生徒が２０人

以下であることなど）を満たしたものであれば、 施行後当分の間（５年をメド）は、
当該講習をA１相当講習又はA２相当講習であるものと認める
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